申請機関が実施する外国人研究者の定着促進のための具体的な取り組みに関する説明書（募集要項項目１０参照）（２頁以内）
	１．各機関の外国人研究者の定着促進を通じて研究、教育の国際化を目指す明確なビジョン・計画、具体的な取り組み（外国人研究者の定着を促進する環境整備を含む）を記載してください。
本学は、その憲章において、「世界的な水準での学問研究の牽引力」であることを目指し、「世界的な視野をもった市民的エリート」の育成を掲げている。社会のグローバル化、学術の国際競争が進展する中で、国際化は本学の最優先課題の一つとして位置付けられており、現総長の下での大学運営の基本方針である「行動シナリオ」の重点テーマとして、世界から人材が集う「グローバル・キャンパス」の形成を目指すこととし、外国人研究者等の受入増加を図っていくための諸施策を実施していくこととしている。研究面については、研究の卓越性を図っていくため、世界トップレベルの外国人研究者の受入・活用及び研究者ネットワークの整備等の諸施策を進め、教育面では、「教員の教育力の向上・活力維持」を重点テーマとして設定し、外国人教員を含む多様な教員構成の実現による教育研究活動を活性化のため、外国人研究者の受入れを積極的に行っていくことを全学的な方針として明文化している。

こうした方針の下、外国人研究者・教員の受入・定着を促進するため、本学では、以下の取り組みを進めている。

○全学レベルでの数値目標の設定・フォローアップ

・本学に所属する外国人教員比率を2020年までに10％以上とする目標を設定している。本目標については、

「行動シナリオ」の他の重点テーマについての総長実施のフォローアップ活動と併せて、達成状況をモニタリングし、目標達成に必要な措置を講じることとしている。
【実績： 7.2%（平成24年5月1日現在）→8.1%(平成24年12月1日)　有期雇用である特任教員・特任研究員を含む。参考：外国人教員・研究者総数468人（平成24年12月1日現在）】

○世界トップレベル研究組織での外国人研究者採用促進の取組み
　　カブリ数物連携宇宙研究機構（IPMU）では、給与等の待遇面での優遇、研究者採用時の国際公募、配偶者の就職先の
斡旋など、優秀な外国人研究者の雇用を促進する取組みを行っており、こうした先導的な事例を学内で共有し、大学全体・各部局における取組みの参考としている。
○外国人研究者・教員の受入環境の整備を含む全学的な国際化に向けた取組み
　　外国人研究者・教員の定着を促進していくためには、教育研究環境、生活環境の国際化を図っていくことが必要であり、本学では、以下のような全学的な見地から国際化の方針・諸施策を検討する場を設け、諸課題への対応等について検討を行っている。
　・全学的な観点から国際化を推進するために必要な施策を企画・立案するために「グローバルキャンパス構想推進室」を国際本部に設置し（平成24年4月）、国際化を加速するための企画立案機能を強化した。
　・総長諮問ワーキンググループとして「人材育成国際化環境整備検討ワーキンググループ」を設置し、国際化に向けて取り組むべき具体的な課題・アクションを取りまとめた（平成25年2月）。本ワーキンググループ報告では、国際化を進める上での課題の一つとして研究者の人事・処遇面の弾力化が指摘され、優秀な研究者獲得に必要な情報・条件の抽出、具体的に提示する情報・条件の設定等対応すべき課題が明らかにされた。その他、学内諸規則等内部文書のバイリンガル化、日本語教室の充実、事務職員の国際対応力強化策等、これまでの部局での取組みを踏まえ、全学的に強化・改善すべき具体策が特定された。

・外国人研究者の家族を含む住居確保等生活支援の充実を図るため、新たに目白台国際宿舎の整備を計画しており、本事業で受け入れる研究者も利用可能である。（全体で研究者用を含む約１０００戸を計画しており、入居開始時期は平成２７年度４月以降を予定している。）
○各部局での取り組み

　・英語によるカリキュラムで構成される学部・大学院レベルでの学位コース開設に当たりで外国人教員の積極的採用を行った（G30事業等を通じた教養学部・総合文化研究科、工学部・工学系研究科他での取組み）。

なお、外国人特別研究員制度等で来日した外国人研究者が、本学の常勤職として雇用された実績については、平成19～平成24年度期間中年間5名～17名である。


	２．各機関において、本事業に採用された外国人特別研究員の、採用期間終了後の常勤研究者としての雇用の予定を具体的に記載してください。
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